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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体容器（１０）を空けるための装置（１２）であって、前記装置（１２）は：
　流体をポンピングするよう構成された、ポンピング装置（２０）と；
　表示装置（２２）と；
　識別装置であって、前記識別装置によって識別可能な複数の流体種類に対応する参照デ
ータを保存し、かつ前記識別装置によって保存された前記複数の流体種類のそれぞれにつ
いての流体種類情報を保存するよう構成された、識別装置と；
　　前記流体容器（１０）の少なくとも一つの標識部材（１４）から、前記流体容器（１
０）の流体種類識別データを読み出すよう構成された、読み出し装置（２６）、並びに／
又は
　　前記流体容器（１０）の前記流体種類識別データを手動で入力するよう、及び／若し
くは前記表示装置（２２）に表示された参照データのリストから、前記流体容器（１０）
の前記流体種類識別データを手動で選択するよう構成された、入力部（２４）を含む、デ
ータ入力装置と；
を含み、
　前記識別装置は、前記データ入力装置から前記流体容器（１０）の前記流体種類識別デ
ータを受け取り、前記流体容器（１０）の前記流体種類識別データを前記参照データと比
較し、前記流体容器（１０）の流体種類を識別するよう構成され、
　前記装置（１２）は、前記流体容器（１０）内の識別された前記流体種類の前記流体種
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類情報を、前記表示装置（２２）上に表示するよう構成され、
　前記識別装置は、流体種類識別データの現行データ入力と、前記装置（１２）に以前に
連結されていた流体容器（１０）の流体種類識別データとのデータ比較を行うよう構成さ
れた、装置。
【請求項２】
　前記装置（１２）は、空ける工程を開始するために、前記入力部を介した手動での確認
入力を待つよう構成された、請求項１に記載の装置（１２）。
【請求項３】
　前記読み出し装置（２６）は、バーコードスキャナ、又はＱＲコードスキャナ、又はＯ
ＣＲ用スキャナ、又はＲＦＩＤチップリーダーである、請求項１又は２に記載の装置（１
２）。
【請求項４】
　前記ポンピング装置（２０）を制御するための制御モジュールを更に含み、前記制御モ
ジュールは、データ処理装置、前記表示装置（２２）、及び／又は前記データ入力装置を
含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置（１２）。
【請求項５】
　前記データ入力装置及び前記読み出し装置（２６）のいずれか一方又は両方は、携帯電
話によって提供される、請求項１～４のいずれか一項に記載の装置（１２）。
【請求項６】
　前記流体容器（１０）に連結可能であり、前記流体容器（１０）に連結されたときに前
記流体容器（１０）の充填レベルを測定するよう構成されたセンサモジュールを更に含む
、請求項１～５のいずれか一項に記載の装置（１２）。
【請求項７】
　前記装置（１２）は、前記ポンピング装置（２０）が識別された流体種類に適切かどう
か調べるよう構成された、請求項１～６のいずれか一項に記載の装置（１２）。
【請求項８】
　前記識別装置は、前記流体種類識別データと、前記ポンピング装置（２０）に適切であ
る流体種類のリストからの参照データとのデータ比較を行うよう構成された、請求項２に
記載の装置（１２）。
【請求項９】
　前記ポンピング装置（２０）に流体技術的に連結された吸引ランスを更に含む、請求項
１～８のいずれか一項に記載の装置（１２）。
【請求項１０】
　請求項１に記載の装置（１２）を用いて、流体容器（１０）を空けるための装置（１２
）に流体容器（１０）を連結する方法であって、前記方法は：
　前記流体容器（１０）の少なくとも一つの標識部材（１４）から流体種類識別データの
読み出し／読み込みを行う工程と；
　流体種類識別データと参照データとのデータ比較を行うことによって、前記流体容器（
１０）内の流体（１８）を識別する工程と；
　前記流体容器（１０）内の前記流体（１８）の識別された流体種類についての流体種類
情報を表示する工程と；
　流体種類識別データの現行データ入力と、前記装置（１２）に以前に連結されていた流
体容器（１０）の流体種類識別データとのデータ比較を行う工程とを含む、方法。
【請求項１１】
　前記装置（１２）を用いて行われ、
　前記読み出し／読み込み工程は、前記読み出し装置（２６）又は前記入力部（２４）に
よって行われ；
　前記識別工程は、前記識別装置によって行われ；
　前記表示工程は、前記表示装置（２２）によって行われる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記表示工程の後に、表示された前記流体識別情報を確認してポンピング工程を開始す
る工程を更に含む、請求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ポンピング装置（２０）が識別された流体種類をポンピングするのに適切かどうか
調べる工程と；
　前記ポンピング装置（２０）が適切である場合、前記流体（１８）をポンピングする工
程と
を更に含む、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記データ入力装置は、前記流体容器（１０）の前記流体種類識別データを手動で入力
するよう構成された、及び／又は前記表示装置（２２）に表示された参照データのリスト
から、前記流体容器（１０）の前記流体種類識別データを手動で選択するよう構成された
、前記入力部（２４）を含み、
　前記識別装置は、前記流体容器（１０）の前記流体種類識別データが手動で入力され及
び／又は手動で選択された後に、前記流体容器（１０）の前記流体種類識別データを前記
参照データと比較するよう構成された、請求項１に記載の装置（１２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流体容器を空けるための装置であって、流体をポンピングするよう構成され
たポンピング装置と、表示装置とを含む、装置に関する。
【０００２】
　本発明は、上記流体容器を空けるための装置へと流体容器を連結する、対応する方法に
更に関する。
【背景技術】
【０００３】
　上述の流体容器を空けるための装置は、例えば、上記流体容器から流体を送出するため
の装置として知られている。これらの装置のいくつかは、ポンピング装置に関する更なる
情報、例えば回転速度、作業時間等を表示するための表示装置を有する制御モジュールを
含む。
【０００４】
　空の流体容器を交換するとき、新しい流体容器が確実に所望の流体を含むようにするこ
とが必要である。いくつかのシステムにおいて、これは、装置に流体容器を連結するため
の、流体種類の特定の連結システムによって実現される。これらの種類の連結システムは
、様々な理由のために望ましくないことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の基本的な目的は、新しく連結された流体容器が確実に所望の流体
を含むようにする、代替の方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、独立請求項に記載の本発明によって達成される。従属クレームは、本発明
の有利な実施形態を詳述する。
【０００７】
　本発明の様々な側面によれば、流体容器を空けるための装置は、
　（ｉ）流体をポンピングするよう構成された、ポンピング装置と；
　（ｉｉ）表示装置と；
　（ｉｉｉ）流体容器の少なくとも一つの標識部材から流体種類識別データを自動的に読
み出すよう構成された読み出し装置、並びに／又は上記流体種類識別データを手入力する
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よう構成された、及び／若しくは表示装置に表示された参照データのリストからこれらの
流体種類識別データを選択するよう構成された入力手段を含む、データ入力装置と；
　（ｉｖ）流体種類識別データと参照データとのデータ比較を行い、流体容器内の流体を
識別するよう構成された、識別装置と、を含む。装置は、流体容器内の流体の識別された
流体種類に関する流体種類情報を表示装置上に表示するよう構成される。表示された流体
種類情報は、ユーザが装置に連結された流体容器によってどの種類の流体が提供されるか
を一目で調べることを可能にする。流体種類識別データは、表示流体種類情報の一部であ
ることができる。
【０００８】
　標識部材は、容器内部の流体、又はより一般的には容器が意図する流体を識別するため
の流体種類識別データを含む。標識部材は、流体容器の外殻上の標識ラベルであることが
できる。流体はあらゆる種類の液体、エアロゾル等であることができる。好ましくは、流
体は、液体状態の消毒用及び／又は洗浄用の工業的に製造された製品である。
【０００９】
　本発明の好適な実施例によれば、装置は、空ける工程を開始するために、入力手段を介
した手動での確認入力を待つよう構成される。言い換えれば、装置のユーザは、装置の表
示装置に表示される流体種類情報を手動で確認しなければならない。
【００１０】
　本発明の他の側面によれば、識別装置は、流体種類識別データの現行データ入力と、装
置に以前に連結されていた流体容器の流体種類識別データとのデータ比較を行うよう構成
される。参照データリストの保存に加えて、装置は、装置に以前に連結されていた流体容
器の流体種類識別データを保存する。現在識別された流体種類が、装置に以前に連結され
ていた流体容器内の流体の流体種類と異なる場合、装置は信号を出すよう好ましくは構成
される。
【００１１】
　他の本発明の好ましい実施形態によれば、読み出し装置は、バーコードスキャナ、又は
ＱＲコードスキャナ（ＱＲ：クイックレスポンス）、又はＯＣＲ（光学式文字認識）用ス
キャナ、又はＲＦＩＤチップリーダー（ＲＦＩＤ：無線自動識別）である。流体容器の対
応する標識部材は、バーコードラベル、ＱＲコードラベル、又は図形文字ラベル、又はＲ
ＦＩＤチップである。
【００１２】
　他の本発明の好ましい実施形態によれば、装置は、ポンピング装置を制御するための制
御モジュールを更に含み、制御モジュールはデータ処理装置、表示装置、及び／又はデー
タ入力装置を含む。
【００１３】
　好ましくは、読み出し装置は、有線データ接続及び／又は無線データ接続によって制御
装置に連結される。有線データ接続は、例えば、バス接続、特にＵＳＢ接続（ＵＳＢ：ユ
ニバーサルシリアルバス）であることができる。無線接続は、例えば、ブルートゥース接
続であることができる。
【００１４】
　本発明の他の側面によれば、データ入力装置、特に読み出し装置は、携帯電話によって
提供される。言い換えれば、携帯電話は上記装置のシステムに一体化している。一般に、
携帯電話は、とりわけ表示装置と、入力手段を含むデータ入力装置と、カメラとを含む。
ほとんどの場合、そのような携帯電話の読み出し装置は、上記携帯電話のカメラである。
携帯電話は、好ましくはスマートフォンである。
【００１５】
　本発明の更に他の好ましい実施例によれば、装置は、流体容器に連結可能であり、流体
容器に連結したとき流体容器の充填レベルを測定するよう構成された、センサモジュール
を更に含む。装置の表示装置もまた充填レベルを表示するよう構成される。
【００１６】
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　本発明の更に他の側面によれば、流体容器を空けるための装置は、ポンピング装置が識
別された流体種類に適切かどうか調べるよう構成される。多くの種類のポンピング装置は
、上記ポンピング装置内で使用される材料によって、特定の種類の流体のみをポンピング
するよう構成されており、他の種類の流体には不適切である。好ましくは、識別装置は、
流体種類識別データと、ポンピング装置が適する流体種類のリストからの参照データとの
データ比較を行うよう構成される。
【００１７】
　ポンピング装置が識別された流体種類の流体をポンピングするのに適切でない場合、装
置はアラーム信号を出すよう好ましくは構成される。
【００１８】
　他の本発明の好ましい実施形態によれば、装置は、ポンピング装置に流体技術的に連結
された吸引ランス（suction lance）を更に含む。流体容器に連結された装置の吸引ラン
スは、上記流体容器内に突出している。
【００１９】
　本発明は、上記流体容器を空けるための装置に流体容器を連結するための方法に更に関
し、方法は：（ａ）流体容器の少なくとも一つの標識部材から、流体種類識別データの読
み出し／読み込みを行う工程と；（ｂ）流体種類識別データと参照データとのデータ比較
を行うことによって、流体を識別する工程と；（ｃ）流体容器内の流体の識別された流体
種類についての流体種類情報を表示する工程とを含む。表示された流体種類情報は、ユー
ザが装置に連結された流体容器によってどの種類の流体が提供されるかを一目で調べるこ
とを可能にする。
【００２０】
　本発明の好適な実施例によれば、方法は上記の装置を用いて行われ、（ａ）読み出し／
読み込み工程は、読み出し装置又は入力手段によって行われ；（ｂ）識別工程は、識別装
置によって行われ；（ｃ）表示工程は、表示装置によって行われる。
【００２１】
　他の本発明の好ましい実施形態によれば、方法は、表示工程（ｃ）の後に、表示された
流体種類情報を確認して、ポンピング工程を開始する更なる工程（ｄ）を含む。
【００２２】
　他の本発明の好ましい実施形態によれば、方法は、流体種類識別データの現行データ入
力と、上記装置に以前に連結されていた流体容器の流体種類識別データとのデータ比較を
行う更なる工程（ｅ）を含む。
【００２３】
　本発明の更に他の好ましい実施例によれば、方法は、ポンピング装置が識別された流体
種類をポンピングするのに適切かどうか調べて、ポンピング装置が適切であるときのみ流
体をポンピングする更なる工程を含む。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　本発明の目的の更なる詳細、構成、特徴、及び利点は、本発明による分配システムの一
実施形態及び例を例示的な態様で示す図面、及びそれぞれの図の以下の記載に開示される
。
【００２５】
【図１】図１は、本発明の第一の好ましい実施形態による、流体容器、及び上記流体容器
を空けるための装置の模式的な図を示す。
【００２６】
【図２】図２は、本発明の第二の好ましい実施形態による、流体容器、及び上記流体容器
を空けるための装置の模式的な図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１は、流体容器１０、及び流体容器を空けるための装置１２を示しており、装置１２
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は流体容器１０の上面に連結されている。容器１０は、バーコードラベル１６である標識
部材１４を含む。ラベル１６上に印刷されたバーコードは、流体容器１０内の流体１８、
又は少なくとも容器が意図する流体を特徴づける流体種類識別データを含む。装置１２は
、上記流体容器１０から流体を送出するための装置である。上記装置１２は、特定の種類
の流体１８をポンピングするよう構成されたポンピング装置２０を含む。より正確には、
ポンピング装置２０はドーシングポンプ（dosing pump）装置である。装置１２は、ポン
ピング装置２０を制御するための制御モジュール２１を更に含み、制御モジュール２１は
、データ処理装置（図示せず）と、保存装置（図示せず）と、表示装置２２と、入力手段
２４を有するデータ入力装置とを含む。例における入力手段２４はキーパネルのキーであ
る。これらの入力手段２４は、上記流体種類識別データを手入力するよう、及び／又は表
示装置２２に表示された参照データのリストからこれらの流体種類識別データを選択する
よう構成される。装置１２は、流体容器の標識部材１４から流体種類識別データを直接読
み出すよう構成された読み出し装置２６を更に含む。示された例の読み出し装置２６は、
バーコードスキャナ２８、より正確には、携帯バーコードスキャナ２８である。読み出し
装置２６は、有線のＵＳＢデータ接続によってポンピング装置２０に連結されている。
【００２８】
　装置１２は、制御装置２１のデータ処理装置及びデータ記憶デバイス（図示せず）によ
って提供される識別装置を更に含む。識別装置は、流体種類識別データとリストに掲げら
れた参照データとのデータ比較を行うよう構成される。制御装置２１は、（流体容器１０
内の流体の）識別された流体種類についての流体種類情報を、表示装置２２上に表示する
よう構成される。空ける工程を開始するために、装置１２は、入力手段２４を介した手動
での確認入力を待つよう構成される。
【００２９】
　更に、装置１２は、ポンピング装置２０が流体容器１０に収容された流体をポンピング
するのに適切かどうか調べるよう構成される。装置１２は、流体容器１０内に突出した吸
引ランス３０を更に含む。
【００３０】
　（新しい）流体容器１０を上記の装置１２に連結することは：
　－読み出し装置２６によって、流体容器１０の少なくとも一つの標識部材１４から流体
種類識別データの自動読み出し及び読み込みを行うこと、又は入力手段２４によって、流
体容器１０の少なくとも一つの標識部材１４から流体種類識別データの手入力を行う工程
と；
　－識別装置を用いて流体種類識別データと参照データとのデータ比較を行うことによっ
て、流体１８の流体種類を識別する工程と；
　－表示装置２２を用いて流体容器１０内の流体１８の識別された流体種類についての流
体種類情報を表示する工程とによって行うことができる。
【００３１】
　表示された流体識別情報によって、装置１２のユーザは、装置１２に連結された流体容
器１０によってどの種類の流体１８が提供されるかを「一目で」調べることができる。
【００３２】
　表示工程の後の任意の確認工程において、ユーザは、表示された流体識別情報を確認し
て、ポンピング工程を開始しなければならない。
【００３３】
　任意の比較ステップにおいて、制御装置は、流体種類識別データの現行データ入力と、
装置１２に以前に連結されていた流体容器１０の流体種類識別データとのデータ比較を行
う。
【００３４】
　任意のチェック工程において、装置１０は、ポンピング装置２０が識別された流体種類
の流体１８をポンピングするのに適切か否かを調べる。その後、ポンピング装置２０が識
別された流体種類に適切であれば、ポンピング工程が自動的に開始される。
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【００３５】
　図２は、流体容器１０とともに、流体容器１０に連結された他の流体容器を空ける装置
１２を示す。図２に示す流体容器１０の標識部材１４は、ＱＲコードラベル３２である。
このシステムにおいて、読み出し装置２６は、携帯電話３４、又はより正確にはスマート
フォンによって提供される。言い換えれば、装置１２のシステムは、装置１２の読み出し
装置２６を含む携帯電話／スマートフォン３４を含む。この場合、読み出し装置２６は、
上記電話３４に含まれるカメラ（図示せず）である。読み出し装置２６は、無線ブルート
ゥースデータ接続によってポンピング装置２０に連結されている。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、装置１２は、流体容器１０に連結したとき流体容器１０
の充填レベルを測定するよう構成されたセンサモジュール（図示せず）を更に含む。表示
装置２２は充填レベルを表示するよう構成されており、以下の安全性レベルにつながる。
【００３７】
　レベル１－流体種類情報（例えば流体名）によって視覚的に：
【００３８】
　・流体容器１０及び対応する流体種類情報を設定した後、表示装置２２は常に流体種類
情報を示す。
【００３９】
　・「空検出」の後、表示装置２２に表示されている流体種類情報に対応する流体種類識
別データを含む標識部材１４を有する流体容器１０（例えばバレル）を、交換しなければ
ならないことをユーザに知らせる。
【００４０】
　・流体容器を交換した後、ユーザは、正しい流体種類に交換されたことを、装置１２で
確認（流体種類情報／流体種類識別データを視覚的に比較）しなければならない。
【００４１】
　レベル２－スマートフォン３４及び流体種類識別データ（例えばラベル情報）によって
視覚的に：
【００４２】
　流体容器１０を設定した後、表示装置２２は、対応する流体種類情報を常に示す。
【００４３】
　・「空検出」の後、表示装置２２は、流体種類情報の下に、調整された流体種類に対応
するＧＴＩＮ－１３－コード（ＱＲ－コード）のような、更なる情報を示す（更なる情報
は、ｐＨ値、粘度、乾燥、ポンプ内に保存された他の関連するパラメータであってよい。
）。
【００４４】
　・流体容器１０を交換した後、ユーザは、流体容器１０の標識部材の流体種類識別デー
タ（例えばＧＴＩＮ－１３－コード、又はＱＲ－コード）をスキャンしなければならない
。
【００４５】
　・次に、ユーザは、ディスプレイに示された流体種類識別データ（例えばＧＴＩＮ－１
３－コード、又はＱＲ－コード）をスキャンしなければならない。
スマートフォン上で動作するモバイルアプリケーション（App）は、ＧＴＩＮ－１３－コ
ード又はＱＲ－コードの情報を比較して、同一の流体種類について「緑色光」、類似する
流体種類について「黄色光」、異なる流体種類について「赤色光」を発する。当然、スキ
ャンの順番はその逆であってもよい。
【００４６】
　・次に、ユーザは、装置１２で流体容器１０の交換を手動で確認しなければならない。
レベル２は、スキャンし比較するための充分なソフトウェアを有する設備（すなわちスマ
ートフォン）を要求する。
【００４７】
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　レベル３－例えばスキャナのような接続された読み出し装置（２６）によって自動的に
：
【００４８】
・流体容器を設定した後、表示装置２２は、常に流体種類情報（例えば流体名）を示す。
【００４９】
・空検出の後、表示装置は、流体種類情報の下に、ユーザが装置１２のＵＳＢポートにス
キャナを接続しなければならないというメッセージを示す。
【００５０】
　・流体容器１２を交換した後、ユーザは、カメラで流体容器１２のラベルに印刷された
標識部材１４（例えばＧＴＩＮ－１３－コード、ＱＲ－コード）を読み出さなければなら
ない。
【００５１】
　・読み出し装置２６から装置１２までデータを送信した後、装置１２のソフトウェアは
、流体種類識別データ（ＧＴＩＮ－１３－コード、ＱＲ－コード）と、参照データのリス
トからの参照データとを比較して、同一の流体１８について緑、類似の流体１８について
黄色、異なる流体１８について赤を発する。
【００５２】
　緑でない場合、ユーザは、ポンピング装置がスキャンされた流体を扱わなければならな
いことを、装置で、手動で確認しなければならない。
【００５３】
　本明細書、及び添付の特許請求の範囲において用いる、単数形（原文中）「a」、「an
」、及び「the」は、別途文脈上明確に述べない限り、複数形の引用を含む点に留意され
たい。したがって、例えば、「化合物（a compound）」を含む組成物、との記載は、２以
上の化合物の混合物を含む。別途文脈上明確に述べない限り、用語「又は」は、「及び／
又は」を含む意味で一般に使用することにも留意されたい。
　以下の項目［１］～［１５］に、本発明の実施形態の例を列記する。
［１］
　流体容器（１０）を空けるための装置（１２）であって、前記装置（１２）は：
　流体をポンピングするよう構成された、ポンピング装置（２０）と；
　表示装置（２２）と；
　前記流体容器（１０）の少なくとも一つの標識部材（１４）から流体種類識別データを
読み出すよう構成された、読み出し装置（２６）、並びに／又は
　前記流体種類識別データを手動で入力するよう、及び／若しくは前記表示装置（２２）
に表示された参照データのリストから前記流体種類識別データを手動で選択するよう構成
された、入力手段（２４）を含む、データ入力装置と；
　前記流体容器（１０）内の流体（１８）を識別するため、前記流体種類識別データと前
記参照データとのデータ比較を行うよう構成された、識別装置と
を含み、
　前記装置（１２）は、前記流体容器（１０）内の前記流体の識別された流体種類につい
ての流体種類情報を、前記表示装置（２２）上に表示するよう構成された、装置。
［２］
　前記装置（１２）は、空ける工程を開始するために、入力手段（２４）を介した手動で
の確認入力を待つよう構成された、項目１に記載の装置。
［３］
　前記識別装置は、流体種類識別データの現行データ入力と、前記装置（１２）に以前に
連結されていた流体容器（１０）の流体種類識別データとのデータ比較を行うよう構成さ
れた、項目１又は２に記載の装置。
［４］
　前記読み出し装置（２６）は、バーコードスキャナ（２８）、又はＱＲコードスキャナ
、又はＯＣＲ用スキャナ、又はＲＦＩＤチップリーダーである、項目１～３のいずれか一
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項に記載の装置。
［５］
　前記ポンピング装置（２０）を制御するための制御モジュール（２１）を更に含み、前
記制御モジュール（２１）は、データ処理装置、前記表示装置（２２）、及び／又は前記
データ入力装置を含む、項目１～４のいずれか一項に記載の装置。
［６］
　前記データ入力装置、特に前記読み出し装置（２６）は、携帯電話（３０）によって提
供される、項目１～５のいずれか一項に記載の装置。
［７］
　前記流体容器（１０）に連結可能であり、前記流体容器（１０）に連結されたときに前
記流体容器（１０）の充填レベルを測定するよう構成されたセンサモジュールを更に含む
、項目１～６のいずれか一項に記載の装置。
［８］
　前記装置（１２）は、前記ポンピング装置（２０）が識別された流体種類に適切かどう
か調べるよう構成された、項目１～７のいずれか一項に記載の装置。
［９］
　前記識別装置は、前記流体種類識別データと、前記ポンピング装置（２０）に適切であ
る流体種類のリストからの参照データとのデータ比較を行うよう構成された、項目８に記
載の装置。
［１０］
　前記ポンピング装置（２０）に流体技術的に連結された吸引ランス（２８）を更に含む
、項目１～９のいずれか一項に記載の装置。
［１１］
　特に項目１～１０のいずれか一項に記載の装置（１２）によって、流体容器（１０）を
空けるための装置（１２）に流体容器（１０）を連結する方法であって、前記方法は：
　前記流体容器（１０）の少なくとも一つの標識部材（１８）から流体種類識別データの
読み出し／読み込みを行う工程と；
　流体種類識別データと参照データとのデータ比較を行うことによって流体を識別する工
程と；
　前記流体容器（１０）内の前記流体（１８）の識別された流体種類についての流体種類
情報を表示する工程と
を含む、方法。
［１２］
　項目１～１０のいずれか一項に記載の装置（１２）を用いて行われ、
　前記読み出し／読み込み工程は、前記読み出し装置（２６）又は前記入力手段（２４）
によって行われ；
　前記識別工程は、前記識別装置によって行われ；
　前記表示工程は、前記表示装置（２２）によって行われる、項目１１に記載の方法。
［１３］
　前記表示工程の後に、表示された前記流体識別情報を確認してポンピング工程を開始す
る工程を更に含む、項目１１又は１２に記載の方法。
［１４］
　流体種類識別データの現行データ入力と、前記装置（１２）に以前に連結されていた流
体容器（１０）の流体種類識別データとのデータ比較を行う工程を更に含む、項目１１～
１３いずれか一項に記載の方法。
［１５］
　前記ポンピング装置（２０）が識別された流体種類をポンピングするのに適切かどうか
調べる工程と、
　前記ポンピング装置（２０）が適切である場合、前記流体（１８）をポンピングする工
程とを更に含む、項目１１～１４のいずれか一項に記載の方法。
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